
  

 企画競争実施の公示 

 

令和７年１１月２０日 

 

 

                           国土交通省共済組合 

                           関東地方整備局支部長 橋本 雅道 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

 

１ 業務概要 

 （１） 業務名 

     国土交通省共済組合関東地方整備局支部 さいたま新都心合同庁舎２号館 

福利厚生施設内における職員食堂の運営 

 （２） 業務内容 

     国土交通省共済組合関東地方整備局支部 さいたま新都心合同庁舎２号館 

   福利厚生施設内における職員食堂の運営を行う。 

 （３） 業務場所 

     埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎２号館１階 

     （詳細は企画競争実施にかかる説明書（以下「説明書」という。）のとおり。） 

 （４） 業務期間 

     令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとし、一度に限り５年以内で更新するこ

とができる。 

 

２ 企画競争参加資格要件 

 （１） 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。 

 （２） 会社更生法に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づ

く再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

 （３） 関東地方整備局長から指名停止を受けている者でないこと。 

 （４） 国税及び地方税を滞納している者ではないこと。 

 （５） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、

国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

でないこと。 

 （６） 国土交通省共済組合関東地方整備局支部から説明書の交付を直接受けた者であ

ること。 

 （７） 下記４（３）現地説明会に参加した者であること。 

 



  

 ３ 評価基準及び審査項目 

  （１）実施体制 

  （２）実施内容及び専門技術力 

    ※詳細は説明書のとおり。 

 

 ４ 手続等 

 （１） 担当部局 

     〒３３０－９７２４ 埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１ 

                さいたま新都心合同庁舎２号館 １７階 

     関東地方整備局 総務部 厚生課 厚生係 佐々木 

     電子メール sasaki-m8313@mlit.go.jp 

     電話 ０４８－６００－１３２８（内線２５６６） FAX ０４８－６００－１３７１ 

 （２） 説明書の交付期間、場所及び方法 

令和７年１１月２０日（木）から令和７年１２月１０日（水）までの土曜日、日曜日及び祝

日を除く毎日１０時００分から１６時００分まで、上記（１）にて交付する。説明書の交付

を希望する場合は、予め上記（１）へ事前連絡を行うこと。 

なお、国土交通省共済組合関東地方整備局支部から直接交付を受けたもの以外の

企画提案書等は受理しない。 

 （３） 現地説明会の日時及び場所等 

説明書の交付を受けた者を対象とし、現地説明会を行う。 

日時：令和７年１２月１１日（木）、１２月１２日（金）、１２月１５日（月）のいずれか１日 

    （開始時刻は別途通知） 

場所：さいたま新都心合同庁舎２号館 １階 職員食堂 

なお、現地説明会への参加は必須とし、現地説明会に参加しない者の企画提案書

等は受理しない。 

現地説明会に参加するための詳細は「企画競争実施にかかる説明書」のとおり。 

 （４） 企画提案書の提出場所、提出方法及び提出期限 

     上記（１）に持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）により、令和７     

    年１２月２６日（金）１６時００分まで必着とする。 

 

 ５ その他 

 （１） 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 （２） 関連情報を入手するための照会窓口は上記４（１）に同じ。 

 （３） 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。 

 （４） 提出された提案内容は、当該提案者に無断で二次利用は行わない。 

 （５） 企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にする。 

 （６） その他の詳細は説明書による。 


